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家
族
介
護
か
ら
「
介
護
の
社
会

化
」
を
進
め
る
と
し
て
、
介
護

保
険
制
度
が
２
０
０
０
年
に
ス
タ
ー
ト

し
た
。
し
か
し
、
２
０
１
４
年
に
要
介

護
者
１
、
２
は
原
則
特
養
入
居
が
で
き

な
く
な
り
、
さ
ら
に
、
要
支
援
者
１
、

２
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
と
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

が
市
町
村
に
委
ね
ら
れ
、
幕
別
で
は

２
０
１
７
年
４
月
か
ら
実
施
し
て
い

る
。
８
か
月
が
経
過
し
、
要
支
援
者
１
、

２
が
希
望
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

て
い
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
来

年
度
は
、
第
７
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
が
実
施
さ
れ
る
。　

(1)
４
月
か
ら
町
が
実
施
し
て
い
る
地
域

支
援
事
業
を
担
う
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
実
績
と
、
要
支
援
者
１
、
２
へ
の
支

援
状
況
に
つ
い
て
。

①
高
齢
者
の
要
望
を
ど
の
よ
う
に
把
握

し
手
立
て
を
と
っ
て
き
た
の
か
。
②
生

活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
の
連
携

は
。
③
保
健
・
医
療
・
介
護
・
福
祉
と

の
連
携
は
。
④
新
総
合
事
業
に
移
行
し

た
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス

が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
か
実
態
を
伺
う
。

(2)
現
在
の
基
準
介
護
保
険
料
は
、

５
１
５
０
円
。
第
７
期
の
保
険
料
の
見

込
み
は
。

(3)
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
整
備
を
行
っ

て
き
た
が
、
低
所
得
者
の
人
が
入
所
で

き
な
い
施
設
も
あ
る
。
手
立
て
が
必
要

で
は
な
い
か
。

(1)
①
、
②
町
で
は
多
様
な
サ

ー
ビ
ス
の
構
築
に
向
け
、
昨
年
度
、
要

支
援
１
、
２
の
認
定
者
を
対
象
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
ニ
ー
ズ
の
把

握
に
努
め
て
き
た
。
こ
の
調
査
の
回
答

か
ら
、
買
い
物
、
通
院
な
ど
の
外
出
支

援
や
ご
み
出
し
に
つ
い
て
困
っ
て
い
る

と
の
意
見
を
踏
ま
え
、
本
年
度
か
ら
「
ご

み
収
集
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
を
開
始
し
た

ほ
か
、
既
存
事
業
の
「
外
出
支
援
サ
ー

ビ
ス
」
の
支
援
に
つ
な
げ
る
よ
う
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

本
年
度
か
ら
は
、
「
生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
社
会
福
祉
協
議
会

に
委
託
し
１
名
を
配
置
し
た
。
活
動
内

容
は
、
地
域
サ
ロ
ン
や
老
人
ク
ラ
ブ
、

介
護
施
設
な
ど
高
齢
者
が
集
う
場
に
お

い
て
の
ニ
ー
ズ
調
査
、
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
地
域
資
源
の
洗
い
出
し
を
行
っ
て

い
る
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

毎
月
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
担
当
者
会
議
を
開
催
し
、
ニ
ー
ズ
や

地
域
資
源
の
実
態
等
に
つ
い
て
、
情
報

共
有
、
意
見
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
。

③
保
健
、
福
祉
分
野
と
の
連
携
で
は
、

生
活
面
に
係
る
相
談
な
ど
、
保
健
師
や

栄
養
士
、
福
祉
担
当
職
員
等
と
一
緒
に

相
談
を
受
け
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ

て
い
る
。
医
療
、
介
護
分
野
と
の
連
携

で
は
、
退
院
後
も
安
心
し
て
在
宅
生
活

が
送
れ
る
よ
う
、
切
れ
目
の
な
い
サ
ー

ビ
ス
提
供
に
向
け
、
病
院
お
よ
び
介
護

事
業
所
と
連
絡
調
整
を
行
っ
て
い
る
。

④
新
総
合
事
業
に
お
い
て
も
、
既
存
の

事
業
所
で
従
前
ど
お
り
の
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
て
い
る
。

(2)
第
７
期
計
画
で
は
、
要
介
護
認
定
者

数
の
増
加
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

盤
の
新
設
や
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

増
床
な
ど
、
介
護
給
付
費
が
大
き
く
増

額
す
る
と
見
込
ん
で
い
る
が
、
大
幅
な

負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
、
介
護
給
付

費
準
備
基
金
を
取
り
崩
す
こ
と
で
、
現

時
点
で
は
基
準
保
険
料
を
５
３
０
０
円

と
算
定
し
て
い
る
。

(3)
特
養
に
入
所
し
た
場
合
、
施
設
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
、
そ
の
費
用
の
１

割
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
２

割
負
担
と
な
る
が
、
所
得
に
応
じ
た
利

用
者
負
担
の
上
限
額
が
設
定
さ
れ
、
上

限
額
を
超
え
た
場
合
は
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
が
給
付
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
食
費
、
居
住
費
の
負
担

が
生
じ
る
が
、
利
用
者
の
負
担
が
過
重

と
な
ら
な
い
よ
う
、
所
得
に
応
じ
た
負

担
限
度
額
を
設
定
し
、
基
準
費
用
額
と

の
差
額
が
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
と
し
て
施
設
に
給
付
さ
れ
る
。
ま
た
、

町
で
は
、
所
得
が
低
く
一
定
の
条
件
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
、
食
費
、
居
住
費
等
に
係
る
利
用
者

負
担
額
が
、
社
会
福
祉
法
人
等
介
護
サ

ー
ビ
ス
軽
減
事
業
に
よ
り
25
％
軽
減
し

て
い
る
。

答問
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
介
護
予
防
等
を
重
点
に

次
期
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
る

生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
介
護
保
険
制
度
に

問

町
　
長
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